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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
　前記表示パネルの背面側に配置された背面筐体と、
　前記表示パネルと前記背面筐体との間に配置された発熱部品と、を備え、
　前記背面筐体には、前記表示パネル側に向けて凹状に且つ窄まるように形成された凹部
が設けられ、
　前記凹部には、前記発熱部品からの熱を外部に排出するための複数の孔が設けられ、
　前記凹部は、前記表示パネルの主面に直交する方向から見て、前記表示パネルと重なる
領域に配置されており、
　前記凹部は、
　前記複数の孔が設けられた排出部と、
　前記排出部よりも上側において前記排出部に対向して配置され、且つ、前記複数の孔か
らの熱を外部にガイドするためのガイド部と、を有し、
　前記ガイド部のうち、前記孔の少なくとも一部から前記表示パネルに平行な方向に対向
する部分には、前記孔が形成されていない
　表示装置。
【請求項２】
　前記複数の孔は、前記発熱部品よりも上側に配置されている
　請求項１に記載の表示装置。
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【請求項３】
　前記凹部は、横方向に長尺状に延びており、
　前記複数の孔は、前記凹部の長手方向に間隔を置いて配置され、
　前記複数の孔の各々は、前記凹部の長手方向に対して略垂直に延びている
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記ガイド部の表面には、複数のリブが設けられている
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記ガイド部の表面には、シボ加工が施されている
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記背面筐体は、
　前記表示パネルの背面側に配置されたリアフレームと、
　前記リアフレームの外面の一部を覆うリアカバーと、を有し、
　前記発熱部品は、前記リアフレームと前記リアカバーとの間に配置され、
　前記凹部は、前記リアカバーに設けられている
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　さらに、前記リアカバーを前記リアフレームに締結するための締結部材を備え、
　前記締結部材は、前記凹部に配置されている
　請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記背面筺体の外面は、
　前記凹部よりも上方側に形成され、前記表示パネルの前記主面の短手方向に対して傾斜
する第１の面と、
　前記凹部よりも下方側に形成され、前記短手方向に延びる第２の面と、を有し、
　前記第２の面は、前記第１の面から前記第２の面側に向けて延長した延長線よりも前記
表示パネル側に配置されている
　請求項１～７のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示するための表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば液晶テレビジョン受像機等のように、表示パネルの背面に向けて光を照射するバ
ックライトユニットを備えた表示装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　表示装置は、フロントキャビネット及びリアキャビネットが相互に組み合わされること
により構成された筐体を備えている。フロントキャビネットは、表示パネルの外周部を覆
うようにして配置されている。リアキャビネットは、表示パネルの背面側に配置されてい
る。筐体の内部には、例えば、表示パネル、バックライトユニット及び表示パネルに電力
を供給するための電源基板等が配置されている。
【０００４】
　リアキャビネットの平面部には、格子状に配置された複数の孔が設けられている。表示
装置の電源がオンされた際には、電源基板等が通電により発熱する。電源基板等からの熱
は、複数の孔を通して表示装置の外部に排出される。
【０００５】
　さらに、筐体の内部には、防水カバーが配置されている。防水カバーは、電源基板等を
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上方より覆うようにして配置されている。例えば飲料等の液体が筐体の表面にこぼれた際
に、液体が複数の孔から筐体の内部に流入することがある。このような場合、筐体の内部
に流入した液体は防水カバーによって受けられるので、電源基板等に液体が付着するのが
抑制される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－２７４４４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来の表示装置では、次のような課題が生じる。上述したよう
に、複数の孔はリアキャビネットの平面部に設けられているので、当該平面部の強度が低
下する。そのため、例えばリアキャビネットに物がぶつかった際に、リアキャビネットの
平面部にクラックが生じるおそれがある。
【０００８】
　さらに、上述したように、液体が筐体の表面にこぼれた際には、液体が複数の孔から筐
体の内部に流入するおそれがある。そのため、筐体の内部に防水カバーを配置する必要が
生じ、表示装置の部品点数が増大してしまう。
【０００９】
　本発明は、上述した課題を解決しようとするものであり、その目的は、背面筐体の強度
を確保することができ、且つ、液体が複数の孔から流入するのを抑制することができる表
示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、表示パネルと、前記表
示パネルの背面側に配置された背面筐体と、前記表示パネルと前記背面筐体との間に配置
された発熱部品と、を備え、前記背面筐体には、前記表示パネル側に凹状に形成された凹
部が設けられ、前記凹部には、前記発熱部品からの熱を外部に排出するための複数の孔が
設けられている。
【００１１】
　本態様によれば、複数の孔は凹部に設けられているので、発熱部品からの熱を複数の孔
を通して表示装置の外部に排出することができ、且つ、背面筐体の強度を確保することが
できる。これにより、例えば背面筐体に物がぶつかった際に、背面筐体にクラックが生じ
るのを抑制することができる。さらに、背面筐体の強度を確保することができることに関
連して、凹部を取っ手として用いることができる。凹部に手指等を引っ掛けて表示装置を
持ち上げることにより、表示装置を容易に持ち運ぶことができる。さらに、複数の孔は凹
部に設けられているので、例えば飲料等の液体が背面筐体の表面にこぼれた際に、液体が
複数の孔の各々に流入するのを抑制することができる。
【００１２】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記複数の孔は、前記発熱部品より
も上側に配置されているように構成してもよい。
【００１３】
　本態様によれば、複数の孔は発熱部品よりも上側に配置されているので、発熱部品から
の熱を複数の孔を通して表示装置の外部に効率良く排出することができる。
【００１４】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記凹部は、前記複数の孔が設けら
れた排出部と、前記排出部よりも上側に配置され、且つ、前記複数の孔からの熱を外部に
ガイドするためのガイド部と、を有するように構成してもよい。
【００１５】
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　本態様によれば、凹部は排出部及びガイド部を有しているので、複数の孔から排出され
た熱は、ガイド部の表面に沿って表示装置の外部にガイドされる。これにより、発熱部品
からの熱を複数の孔を通して表示装置の外部に効率良く排出することができる。
【００１６】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記排出部は、前記ガイド部に対向
して配置されているように構成してもよい。
【００１７】
　本態様によれば、排出部はガイド部に対向して配置されているので、複数の孔から排出
された熱をガイド部の表面に沿って表示装置の外部に効率良くガイドすることができる。
【００１８】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記凹部は、横方向に長尺状に延び
ており、前記複数の孔は、前記凹部の長手方向に間隔を置いて配置され、前記複数の孔の
各々は、前記凹部の長手方向に対して略垂直に延びているように構成してもよい。
【００１９】
　本態様によれば、複数の孔の各々は凹部の長手方向に対して略垂直に延びているので、
発熱部品からの熱を複数の孔から効率良く排出することができる。
【００２０】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記ガイド部の表面には、複数のリ
ブが設けられているように構成してもよい。
【００２１】
　本態様によれば、ガイド部の表面には複数のリブが設けられているので、ガイド部に手
指等を引っ掛けた際に、手指等がガイド部の表面を滑りにくくなる。これにより、手指等
でガイド部を容易に掴むことができ、表示装置の持ち運び等を容易に行うことができる。
【００２２】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記ガイド部の表面には、シボ加工
が施されているように構成してもよい。
【００２３】
　本態様によれば、ガイド部の表面にはシボ加工が施されているので、ガイド部に手指等
を引っ掛けた際に、手指等がガイド部の表面を滑りにくくなる。これにより、手指等でガ
イド部を容易に掴むことができ、表示装置の持ち運び等を容易に行うことができる。
【００２４】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、前記背面筐体は、前記表示パネルの
背面側に配置されたリアフレームと、前記リアフレームの外面の一部を覆うリアカバーと
、を有し、前記発熱部品は、前記リアフレームと前記リアカバーとの間に配置され、前記
凹部は、前記リアカバーに設けられているように構成してもよい。
【００２５】
　本態様によれば、背面筐体がリアフレーム及びリアカバーを有している場合に、凹部を
リアカバーに設けることができる。
【００２６】
　例えば、本発明の一態様に係る表示装置において、さらに、前記リアカバーを前記リア
フレームに締結するための締結部材を備え、前記締結部材は、前記凹部に配置されている
ように構成してもよい。
【００２７】
　本態様によれば、締結部材は凹部に配置されているので、締結部材の頭部等が表示装置
の外観に現れにくくなる。これにより、表示装置のデザイン性を高めることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の一態様に係る表示装置によれば、背面筐体の強度を確保することができ、且つ
、液体が複数の孔から流入するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２９】
【図１】実施の形態１に係る表示装置の正面側を示す斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る表示装置の背面側を示す斜視図である。
【図３】リアカバーをリアフレームから取り外した状態での、実施の形態１に係る表示装
置の背面側を示す分解斜視図である。
【図４】図１中のＡ－Ａ線により切断した表示装置の断面図である。
【図５】図２のリアカバーの一部を拡大して示す要部斜視図である。
【図６】図５の凹部の一部を拡大して示す要部斜視図である。
【図７】図２中のＢ－Ｂ線により切断した表示装置の要部断面図である。
【図８】実施の形態２に係る表示装置の凹部の一部を拡大して示す要部斜視図である。
【図９】実施の形態３に係る表示装置の背面側を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の
形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態等は、一
例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、特許請求の範囲によって特定され
る。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない
構成要素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好まし
い形態を構成するものとして説明される。
【００３１】
　（実施の形態１）
　［表示装置の全体構成］
　まず、図１～図４を参照しながら、実施の形態１に係る表示装置の全体構成について説
明する。図１は、実施の形態１に係る表示装置の正面側を示す斜視図である。図２は、実
施の形態１に係る表示装置の背面側を示す斜視図である。図３は、リアカバーをリアフレ
ームから取り外した状態での、実施の形態１に係る表示装置の背面側を示す分解斜視図で
ある。図４は、図１中のＡ－Ａ線により切断した表示装置の断面図である。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、表示装置２は、筐体４を備えた液晶テレビジョン受像機で
ある。筐体４は、フロントキャビネット６及びリアフレーム８（背面筐体を構成する）が
相互に組み合わされることにより構成されている。
【００３３】
　フロントキャビネット６は、枠状に構成されており、後述する液晶セル１０（表示パネ
ルを構成する）の外周部を覆っている。なお、フロントキャビネット６は、例えば樹脂で
形成されている。
【００３４】
　リアフレーム８は、液晶セル１０の背面側を覆うようにして配置されている。リアフレ
ーム８の開口部には、リアフレーム８の外側に向けて延びる矩形状のフランジ部８ａが設
けられている。さらに、リアフレーム８には、後述するリアカバー１８をリアフレーム８
に対して位置決めするための突部８ｂが設けられている。この突部８ｂは、リアカバー１
８の外周部に沿って延び、且つ、液晶セル１０とは反対側に突出している。図３に示すよ
うに、リアフレーム８の外面（すなわち、液晶セル１０側とは反対側の面）における中央
部には、液晶セル１０等に電力を供給するための電源基板１２（発熱部品を構成する）が
複数のネジ１４により取り付けられている。電源基板１２には、例えば抵抗素子及びＩＣ
（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等の複数の電子部品１６が実装されている。
なお、リアフレーム８の外面には、電源基板１２以外の各種の基板等（図示せず）が取り
付けられている。リアフレーム８は、例えばＳＥＣＣ（Ｓｔｅｅｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａ
ｌｌｙ　Ｃｈｒｏｍａｔｅ　Ｃｏａｔｅｄ：電気亜鉛メッキ鋼）等の板金で形成されてい
る。
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【００３５】
　図２及び図３に示すように、リアフレーム８の外面における中央部には、リアカバー１
８（背面筐体を構成する）が複数のネジ１９（複数のネジ１９の各々は締結部材を構成す
る）により取り付けられている。すなわち、電源基板１２は、リアカバー１８とリアフレ
ーム８との間（換言すると、リアカバー１８と液晶セル１０との間）に配置されている。
リアカバー１８の外周部が突部８ｂの内周部に接触することにより、リアカバー１８がリ
アフレーム８に対して位置決めされる。このリアカバー１８は、上述した電源基板１２等
を覆っている。リアカバー１８の下端部には、筐体４を下方より支持するためのスタンド
２０が取り付けられている。なお、リアカバー１８及びスタンド２０はそれぞれ、例えば
樹脂で形成されている。本実施の形態の表示装置２では、リアカバー１８は特徴的な構造
を有している。リアカバー１８の特徴的な構造については後述する。
【００３６】
　図４に示すように、筐体４の内部には、反射シート２２、バックライトユニット２４、
拡散板２６、光学シート２８及び液晶セル１０等が配置されている。
【００３７】
　［表示装置の内部構造］
　次に、図４を参照しながら、表示装置２の内部構造について説明する。図４に示すよう
に、リアフレーム８のフランジ部８ａには、上述した反射シート２２、拡散板２６及び光
学シート２８の各々の外周部が支持されている。
【００３８】
　反射シート２２は、リアフレーム８の内面（すなわち、液晶セル１０が配置されている
側の面）を覆うようにして配置されている。反射シート２２は、バックライトユニット２
４からの光を反射する機能を有している。
【００３９】
　バックライトユニット２４は、例えば直下型方式のバックライトユニットであり、液晶
セル１０の背面に向けて光を照射するためのものである。バックライトユニット２４は、
複数のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）バー３０を有している。な
お、図４では、１個のＬＥＤバー３０のみを図示している。複数のＬＥＤバー３０の各々
は、配線基板３２と、配線基板３２に実装された複数のＬＥＤ３４と、を有している。配
線基板３２は、長尺状の板状に構成されている。複数のＬＥＤ３４は、配線基板３２の長
手方向に沿って一列に且つ間隔を置いて配置されている。配線基板３２は、熱伝導性を有
する両面テープ（図示せず）によりリアフレーム８の内面に取り付けられている。なお、
配線基板３２は、熱伝導性の高い金属、例えばアルミニウム等で形成されている。
【００４０】
　拡散板２６は、バックライトユニット２４と液晶セル１０との間に配置されている。拡
散板２６は、バックライトユニット２４からの光を拡散する機能を有している。光学シー
ト２８は、拡散板２６の液晶セル１０側の面を覆うようにして配置されている。光学シー
ト２８は、例えば、拡散板２６により拡散された光を液晶セル１０の背面に導く機能を有
している。
【００４１】
　液晶セル１０は、矩形状のパネル状に構成されている。液晶セル１０の外周部は、リア
フレーム８のフランジ部８ａに取り付けられた枠状のセルガイド３６に支持されている。
バックライトユニット２４からの光が液晶セル１０の背面に照射されることにより、液晶
セル１０に画像が表示される。
【００４２】
　［リアカバーの構造］
　次に、図５～図７をも参照しながら、リアカバー１８の特徴的な構造について説明する
。図５は、図２のリアカバーの一部を拡大して示す要部斜視図である。図６は、図５の凹
部の一部を拡大して示す要部斜視図である。図７は、図２中のＢ－Ｂ線により切断した表
示装置の要部断面図である。
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【００４３】
　図２、図５及び図７に示すように、リアカバー１８の上端部には、横方向（すなわち、
水平方向）に長尺状に延びる凹部３８が設けられている。図７に示すように、この凹部３
８は、液晶セル１０側に向けて凹状に形成されている。凹部３８は、凹部３８の下側部分
を構成する排出部３８ａと、凹部３８の上側部分を構成するガイド部３８ｂと、を有して
いる。排出部３８ａは、リアカバー１８の外面から液晶セル１０側に向けてやや斜め上方
に延びている。ガイド部３８ｂは、排出部３８ａの上側に配置され、リアカバー１８の外
面から液晶セル１０側に向けてやや斜め下方に延びている。これら排出部３８ａ及びガイ
ド部３８ｂは、相互に対向するように配置されている。
【００４４】
　排出部３８ａには、電源基板１２からの熱を外部に排出するための複数の孔４０が設け
られている。図６に示すように、複数の孔４０の各々は、凹部３８の長手方向に対して略
垂直に延びるスリットで構成されている。複数の孔４０は、凹部３８の長手方向に間隔を
置いて配置されている。図６及び図７に示すように、複数の孔４０の各々の一端部は、凹
部３８の開口部の周縁部よりもやや液晶セル１０側に配置されている。なお、図７に示す
ように、複数の孔４０は、電源基板１２よりも上側に配置されている。
【００４５】
　図６及び図７に示すように、ガイド部３８ｂの表面には、複数のリブ４２が設けられて
いる。複数のリブ４２の各々は、凹部３８の長手方向に対して略垂直に延びている。複数
のリブ４２は、凹部３８の長手方向に間隔を置いて配置されている。
【００４６】
　さらに、図５に示すように、凹部３８には、複数の貫通孔４４が設けられている。複数
の貫通孔４４は、凹部３８の長手方向に間隔を置いて配置されている。ネジ１９は、複数
の貫通孔４４の各々を通して、リアフレーム８に設けられた複数のネジ孔（図示せず）の
各々に締結されている。これにより、リアカバー１８は、複数のネジ１９によってリアフ
レーム８に締結されている。
【００４７】
　表示装置２の電源がオンされた際には、電源基板１２が通電により発熱する。電源基板
１２からの熱は、図７中の破線の矢印Ｐで示すように、リアカバー１８の内部を上昇し、
複数の孔４０の各々から排出される。複数の孔４０の各々からの熱は、ガイド部３８ｂの
表面に沿ってガイドされながら、表示装置２の外部に排出される。
【００４８】
　なお、凹部３８は、取っ手としても機能する。図７に示すように、凹部３８のガイド部
３８ｂに手指４６を引っ掛けて表示装置２を持ち上げることにより、表示装置２の持ち運
び等を行うことができる。
【００４９】
　［効果］
　次に、本実施の形態の表示装置２により得られる効果について説明する。上述したよう
に、複数の孔４０は凹部３８に設けられているので、電源基板１２からの熱を複数の孔４
０を通して外部に排出することができ、且つ、リアフレーム８の強度を確保することがで
きる。これにより、例えばリアフレーム８に物がぶつかった際に、リアフレーム８にクラ
ックが生じるのを抑制することができる。
【００５０】
　さらに、例えば飲料等の液体が筐体４の表面にこぼれた際には、液体は、図７中の実線
の矢印Ｑで示すように、リアカバー１８の外面に沿って下方に流れる。このとき、複数の
孔４０は凹部３８に設けられているので、液体が複数の孔４０の各々に流入するのを抑制
することができる。
【００５１】
　さらに、上述したように、ガイド部３８ｂの表面には複数のリブ４２が設けられている
ので、ガイド部３８ｂに手指４６を引っ掛けた際に、手指４６がガイド部３８ｂの表面を
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滑りにくくなる。これにより、手指４６でガイド部３８ｂを容易に掴むことができ、表示
装置２の持ち運び等を容易に行うことができる。
【００５２】
　さらに、上述したように、リアカバー１８をリアフレーム８に取り付けるための複数の
ネジ１９は、凹部３８に配置されているので、複数のネジ１９の各々の頭部が表示装置２
の外観に現れにくくなる。これにより、表示装置２のデザイン性を高めることができる。
【００５３】
　（実施の形態２）
　次に、図８を参照しながら、実施の形態２に係る表示装置の構成について説明する。図
８は、実施の形態２に係る表示装置の凹部の一部を拡大して示す要部斜視図である。なお
、以下の各実施の形態では、上記実施の形態１と同一の構成要素には同一の符号を付して
、その説明を省略する。
【００５４】
　図８に示すように、本実施の形態のリアカバー１８Ａでは、凹部３８Ａのガイド部３８
Ａｂの表面には、シボ加工が施されている。図８中の網目模様は、シボ加工が施されたガ
イド部３８Ａｂの表面を表している。なお、ガイド部３８Ａｂの表面には、上記実施の形
態１で説明した複数のリブ４２は設けられていない。本実施の形態のような構成であって
も、上記実施の形態１と同様に、手指４６（図７参照）でガイド部３８Ａｂを容易に掴む
ことができるという効果を得ることができる。
【００５５】
　（実施の形態３）
　次に、図９を参照しながら、実施の形態３に係る表示装置の構成について説明する。図
９は、実施の形態３に係る表示装置の背面側を示す斜視図である。
【００５６】
　図９に示すように、本実施の形態の表示装置２Ｂでは、筐体４Ｂのリアフレーム８Ｂ（
背面筐体を構成する）には、上記実施の形態１で説明したリアカバー１８は取り付けられ
ていない。リアフレーム８Ｂの上端部よりもやや下側の部位には、凹部３８が設けられて
いる。このような構成であっても、上記実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【００５７】
　以上、本発明の実施の形態１～３に係る表示装置について説明したが、本発明は、これ
らの実施の形態に限定されるものではない。例えば、上記各実施の形態をそれぞれ組み合
わせるとしてもよい。
【００５８】
　上記各実施の形態では、表示装置が液晶テレビジョン受像機である場合について説明し
たが、表示装置は、液晶テレビジョン受像機以外に、例えばパーソナルコンピュータ用の
液晶モニタ等でもよい。
【００５９】
　上記各実施の形態では、リアカバー又はリアフレームに凹部を１個のみ設けたが、凹部
を複数個設けることもできる。この場合には、複数の凹部は、例えば横方向に間隔を置い
て配置される。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明の表示装置は、例えば液晶テレビジョン受像機等として適用することができる。
【符号の説明】
【００６１】
２，２Ｂ　表示装置
４，４Ｂ　筐体
６　フロントキャビネット
８，８Ｂ　リアフレーム
１０　液晶セル
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１２　電源基板
１４，１９　ネジ
１６　電子部品
１８，１８Ａ　リアカバー
２０　スタンド
２２　反射シート
２４　バックライトユニット
２６　拡散板
２８　光学シート
３０　ＬＥＤバー
３２　配線基板
３４　ＬＥＤ
３６　セルガイド
３８，３８Ａ　凹部
３８ａ　排出部
３８ｂ，３８Ａｂ　ガイド部
４０　孔
４２　リブ
４４　貫通孔
４６　手指

【図１】

【図２】

【図３】
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